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社 是
①
②
③
④

開拓者精神
綜合商社の目的達成
働きがいのある職場達成
私達は会社の仕事を通じて社会に貢献しよう

行動指針

1.
2.
3.
4.
5.

法令を遵守し、社会良識を持って行動します。
時代の流れに対応し、企業価値向上を図ります。
お客様の信頼や期待に応える商品・サービスを提供します。
健全な事業活動を展開し、仕事を通じて社会に貢献します。
働きがいのある職場を整備し、社員の活力を引き出します。
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（証券コード8066）
2025年６月４日

（電子提供措置の開始日 2025年５月28日）
株 主 各 位

福井市豊島一丁目３番１号

代表取締役社長 三 谷 聡
第108回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第108回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.mitani-corp.co.jp/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名（当社名）又は証券コード（8066）を入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご閲覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討いただ
き、「議決権行使についてのご案内」（４頁）をご参照の上、2025年６月18日（水曜日）午後５
時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１ 日 時 2025年６月19日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２ 場 所 福井市豊島一丁目３番１号 三谷ビル11階会議室

３ 目的事項

報告事項 （1）

（2）

第108期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
第108期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計
算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。
株主総会にご出席になる場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出

日 時 2025年６月19日（木曜日）
午前10時

株主総会にご出席にならない場合

議決権行使書用紙を郵送する場合
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示の上投函
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2025年６月18日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

インターネット等による議決権行使の場合
（パソコン又はスマートフォン）
各議案に対する賛否をご入力
行使方法につきましては、５頁をお読みください。
議決権行使書面とインターネット等の双方により重複して議決権を行使され
た場合はインターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせ
ていただきます。
インターネット等によって複数回重複して議決権を行使された場合は、最後
に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

行使期限 2025年６月18日（水曜日）
午後５時30分入力分まで

ご注意
１．当日ご出席の場合は、郵送又はインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。当日、議決権行使書用紙を会

場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
２．インターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。
３．インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。
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議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

〇年〇月〇日

1.

2.

3.

見本

見本
「次へすすむ」を
クリック

「ログイン」をクリック
「議決権行使コード」を入力

｢初期パスワード」
を入力

｢登録」をクリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
0120－652－031
（受付時間　9：00～21：00）

電話番号： （フリーダイヤル）
インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

　機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的
方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

　その他のご照会は、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
　　①　証券会社に口座をお持ちの株主様
　　　　　　　　株主様の口座のある証券会社にお問い合わせください。
　　②　証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
　　　　　　　　三井住友信託銀行 証券代行部
　　　　　　　　　　0120-782-031（受付時間　９：00～17：00 土日休日を除く）
議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

5

インターネット等による議決権行使について
QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

❶議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

❷以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記
の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、議
決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」･「パスワード」を
入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使ウェブサイトに
アクセスできます。

※ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net
❶議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

❷議決権行使書用紙の裏面左下に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

❸議決権行使書用紙の裏面左下に記載された
「パスワード」をご入力ください。

❹以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
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議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項
当社の利益配分に関する基本方針は、中長期的な観点から安定的に配当できることを基本と

し、将来のＭ＆Ａによる事業展開や業績の状況等を総合的に勘案して決定することとしておりま
す。
当期の期末配当につきましては、上記方針及び諸般の状況を考慮し、以下のとおりといたした

いと存じます。

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに
関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき………………………………………金33円
総額…………………………………………金2,831,257,308円
これにより、中間配当金（１株につき金33円）と合
わせまして、年間配当金は１株につき金66円となり
ます。

剰余金の配当が効力を生ずる日 2025年６月20日
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第２号議案 取締役５名選任の件
本株主総会終結の時をもって、現在の取締役全員（６名）の任期が満了となります。つきまし

ては、取締役を１名減員し、取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 地位、担当及び重要な兼職の状況 取締役会

出席率

１
み たに あきら

三谷 聡 再任 代表取締役社長 100％
（13回/13回）

２
み たに そう いち ろう

三谷聡一郎 再任 常務取締役
財務部長

100％
（13回/13回）

3
さ の とし かず

佐野 俊和
再任

社外

独立

取締役
コマツサービスエース㈱ 代表取締役社長
福井鐵工㈱ 代表取締役会長

100％
（13回/13回）

4
わた なべ たか つぐ

渡辺 崇嗣 再任

取締役
渡彌㈱ 代表取締役社長
㈱駒屋 代表取締役社長
ヤマトタカハシ㈱ 代表取締役社長

100％
（13回/13回）

5
ふじ た とも ぞう

藤田 知三
再任

社外

独立

取締役
財団医療法人藤田記念病院 院長

100％
（13回/13回）
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候補者
番 号 1 み たに あきら

三谷 聡 再任

生年月日
1962年８月28日生

所有する当社の
株式数

2,637,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年２月 当社取締役
1989年２月 当社専務取締役
1989年11月 当社取締役副社長
1994年12月 三谷セキサン㈱代表取締役社長
1995年１月 当社取締役
1998年６月 当社代表取締役社長（現在）

取締役候補者とした理由
1998年より当社の代表取締役社長を務めており、豊富な実績と幅広い見識を有し、今後も当社グルー

プの持続的な企業価値の向上が期待できることから、当社の取締役に適任と判断したためであります。

候補者
番 号 ２ み たに そう いち ろう

三谷聡一郎 再任

生年月日
1992年11月23日生

所有する当社の
株式数

17,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2016年４月 富士ゼロックス㈱入社
2018年４月 当社に入社
2018年４月 当社顧問
2018年６月 当社取締役建材事業部長 北陸地区担当
2019年６月 当社取締役エネルギー本部 中日本エネルギー事業部長
2020年６月 当社常務取締役財務部長（現在）

取締役候補者とした理由
当社入社以来、建材事業部長、中日本エネルギー事業部長を歴任し、強いリーダーシップと推進力を

発揮して成果を上げ、今後も当社グループの企業価値の向上が期待できることから、当社の取締役に適
任と判断したためであります。
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候補者
番 号 3 さ の とし かず

佐野 俊和 再任 社外 独立

生年月日
1962年６月７日生

所有する当社の
株式数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1992年３月 コマツ福井㈱（現コマツサービスエース㈱）専務取締役
2001年５月 同社代表取締役社長（現在）
2006年６月 当社取締役（現在）
2010年６月 福井小松フォークリフト㈱（現コマツサービスエース㈱）代表取締役社長
2015年６月 福井鐵工㈱代表取締役会長（現在）

（重要な兼職の状況）
コマツサービスエース㈱ 代表取締役社長
福井鐵工㈱ 代表取締役会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
経営者としてのこれまでの実績と企業経営に関する高い見識を有し、当社取締役会において積極的な

意見と提言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果た
していただいております。今後も当社の株主価値・企業価値向上への貢献が期待できることから、当社
の社外取締役に適任と判断したためであります。

候補者
番 号 4 わた なべ たか つぐ

渡辺 崇嗣 再任

生年月日
1975年８月13日生

所有する当社の
株式数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2000年５月 渡彌㈱代表取締役社長（現在）
2000年 5 月 ㈱駒屋代表取締役社長（現在）
2003年６月 三谷セキサン㈱監査役
2006年６月 同社取締役（現在）
2017年６月 当社取締役（現在）
2022年 4 月 ヤマトタカハシ㈱代表取締役社長（現在）
（重要な兼職の状況）
渡彌㈱ 代表取締役社長
㈱駒屋 代表取締役社長
ヤマトタカハシ㈱ 代表取締役社長

取締役候補者とした理由
経営者としての豊富な実績と幅広い見識を有し、今後も経営全般について助言をいただけることが期

待できることから、当社の取締役に適任と判断したためであります。
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候補者
番 号 5 ふじ た とも ぞう

藤田 知三 再任 社外 独立

生年月日
1963年２月16日生

所有する当社の
株式数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1998年４月 ふくい藤田美術館理事長（現在）
2002年６月 ㈱福井新聞社監査役
2013年６月 同社取締役（現在）
2017年６月 当社取締役（現在）
2021年６月 藤田記念病院院長（現在）
（重要な兼職の状況）
財団医療法人藤田記念病院 院長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
院長として経営に関する専門的な知識等を有し、当社取締役会において積極的な発言をいただくなど、

当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしていただいております。今
後も当社グループ経営の監督及び助言が期待できることから、当社の社外取締役に適任と判断したため
であります。

（注）1. 当社は、コマツサービスエース㈱、福井鐵工㈱、渡彌㈱、㈱駒屋及びヤマトタカハシ㈱と取引関係
があります。

2. 佐野俊和氏及び藤田知三氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所
に対して、同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合、引き続き
独立役員になる予定であります。

3. 佐野俊和氏の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって19年であります。
4. 藤田知三氏の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって８年であります。
5. 当社は、佐野俊和氏、渡辺崇嗣氏及び藤田知三氏との間で会社法第425条第１項に定める最低責任
限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、各氏が再任された場合は当該契約を継続する予定
であります。

6. 当社は、当社取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任
保険契約を締結しており、各候補者が当社取締役に再任された場合には、各氏は当該保険契約の被保
険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定してお
ります。
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第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって、取締役菅原實氏は任期満了により退任されることから、同氏在

任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈
いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会の協議にそれぞれご一任願いたい

と存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

菅原 實 1992年６月 当社取締役（現在）
以上
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１ 企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果
全般的な事業の概況
当連結会計年度の業績につきましては、売上高は3,390億5百万円（前期比4.4％増）となりま

した。売上高の増加要因としましては、建設資材の販売数量は減少しましたが仕入価格高騰に伴
う売価の上昇があったこと、ＯＤＡ事業において新規案件の受注が好調であったこと、スパイス
事業において販売が好調であったこと、情報システム関連事業において文教市場で案件の受注が
好調であったこと、ＰＯＳの新紙幣対応の特需があったことなどがありました。
営業利益につきましては、315億8百万円（前期比21.5％増）となりました。
増加要因としましては、①建設資材の価格転嫁が進んだこと、②ゴンドラ事業において高層マ

ンションの改修需要が旺盛であり受注が引き続き好調であったこと、③ＯＤＡ事業において新規
案件の受注が好調であったこと、④スパイス事業において販売が好調であったことなどがありま
した。
減少要因としましては、①ガソリンスタンド事業において価格競争が激しくなったり、燃料卸

売事業やガスケット事業において競争激化により販売数量が減少したことなどがありました。
以上のことにより、営業利益は増益となりました。
営業外損益におきましては、前期より為替差益が減少し、経常利益は336億21百万円（前期

比13.1％増）となりました。
この結果、税金等調整前当期純利益は314億21百万円（前期比6.9％増）となり、親会社株主

に帰属する当期純利益は190億22百万円（前期比4.7％増）となりました。

セグメント別の概況
セグメント別の概況は、次のとおりであります。

〔情報システム関連事業〕
情報システム関連事業におきましては、売上高は292億28百万円（前期比7.3％増）となり、

営業利益は49億13百万円（前期比11.7％増）となりました。
売上高、営業利益につきましては、文教市場で案件の受注が好調であったこと、ＰＯＳの新紙

幣対応の特需があったこと、ＰＣ、家電等の販売が好調であったことなどにより増加しました。
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〔企業サプライ関連事業〕
企業サプライ関連事業におきましては、売上高は1,676億39百万円（前期比5.7％増）とな

り、営業利益は252億98百万円（前期比20.2％増）となりました。
売上高につきましては、建設資材の価格転嫁が進んだこと、ゴンドラ事業において高層マンシ

ョンの改修需要が旺盛であり受注が引き続き好調であったこと、ＯＤＡ事業において新規案件の
受注が好調であったこと、スパイス事業において販売が好調であったことなどの増加要因により
増加しました。
営業利益につきましては、増加要因として建設資材の価格転嫁が進んだこと、ゴンドラ事業に

おいて高層マンションの改修需要が旺盛であり受注が引き続き好調であったこと、ＯＤＡ事業に
おいて新規案件の受注が好調であったこと、スパイス事業において販売が好調であったことなど
がありました。減少要因としましては、燃料卸売事業やガスケット事業において競争が激しくな
り販売数量が減少したことなどがありました。
以上のことにより、営業利益は増益となりました。

〔生活・地域サービス関連事業〕
生活・地域サービス関連事業におきましては、売上高は1,421億37百万円（前期比2.3％増）

となり、営業利益は39億38百万円（前期比29.1％増）となりました。
売上高につきましては、建設資材の販売数量は減少しましたが仕入価格高騰に伴う売価の上昇

があったことなどにより増加しました。
営業利益につきましては、ケーブルテレビ事業において設備工事費用が減少したこと、建設資

材の価格転嫁が進んだことなどにより増加しました。

セグメント別の売上高
期別

部門

第107期
(2023/4〜2024/3)

第108期
(2024/4〜2025/3)

金 額 金 額
百万円 百万円

情 報 シ ス テ ム 関 連 事 業 27,251 29,228

企 業 サ プ ラ イ 関 連 事 業 158,546 167,639

生活・地域サービス関連事業 138,972 142,137

合 計 324,771 339,005
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２．資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

３．設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は45億61百万円であります。主なものといたしまして

は、ゴンドラ事業でのレンタル用ゴンドラなどへの投資を行いました。

４．財産及び損益の状況の推移
期別

区分
第105期 第106期 第107期 第108期

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売 上 高（百万円） 299,350 320,281 324,771 339,005
経 常 利 益（百万円） 22,688 24,347 29,719 33,621
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 13,076 14,864 18,167 19,022
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 139.45 165.61 203.63 222.45
純 資 産（百万円） 156,134 169,334 185,506 192,161
総 資 産（百万円） 250,299 270,961 299,056 298,988

（注）当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。第105期
の期首に株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。
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ご参考

（注）当社は、2021年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。第105期
の期首に株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

2025年05月23日 18時21分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

16

５．対処すべき課題
目標は、付加価値（≒総利益額）を増やし持続的に成長することです。
投資の効率については、事業で使っている金額（ＥＶ≒ＩＣ：純資産1,921億円＋借入金

83億円−現預金1,284億円＝720億円）から生み出された純利益190億円の利回り（ROIC）
は、今期は26％程度（190億円÷720億円）でありました。
また年平均成長率は、ＥＶについては直近10年間で＋0.6％直近３年間で△1.2％、総利益

については直近10年間で＋3.2％直近３年間で＋8.6％、営業利益については直近10年間で＋
5.9％直近３年間で＋15.0％となっております。投資の効率や営業利益の成長率に比べ、ＥＶ
や総利益の成長率に課題があると考えます。
現在、事業の付加価値を見える化し、PDCAサイクルを回しながら持続的に成長し続けるＴ

ＱＭ活動に取り組んでいます。付加価値を増やすためには既存事業の売上高を増やしたり、総
利益率を向上させたり、新しく買収した事業をＰＭＩ等を通しきちんと成長させる実力が必要
です。
投資する地域については、ＧＤＰや人口が伸びている海外（環太平洋地域：東南アジアや北

米、豪州）や、日本では東京のような人口やサービス業が集中する大都市部を主に考えていま
す。
投資する事業については、自分たちが事業内容を理解でき、自分たちが運営できる事業を投

資利回りも考慮しながら決定しております。キーワードは、①競争する上で優位性を持った事
業、②業界の勝ち組企業、③グローバルでの事業、④東京など大都市部でのサービス業、⑤勝
ち組コア事業の補強、⑥今後成長が見込まれる業種・業界などです。
今期の投資は45億61百万円でした。既存事業の投資については、ゴンドラ事業のレンタル

用ゴンドラなどを主なものとして投資しました。
また、海外事業のＥＶは91億円となりＥＶ全体に占める比率は13％（91億円÷720億円）

となりました。今後も外貨を獲得できる海外の比率を高めてゆきます。
また実質現預金は、1,201億円（現預金1,284億円−借入金83億円）となり、現在のＥＶ

720億円を上回っており課題です。ＥＶを増やすには、投資を行い成長させてゆく実力（見え
る化、事業計画作成、持続的PDCAを基盤にし、ＴＱＭを行う仕組みや組織）をつけること、
そしてその力を組織や事業に定着させることが必要です。数年前よりこの難題に取り組んでお
り、進捗しています。
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利益推移 （単位：億円）
1998年３月期
（27年前）

2015年３月期
（10年前）

2022年３月期
（３年前）

2025年３月期
（当期）

ＥＶ 392 676 747 720
総利益 254 438 469 602
営業利益 28 177 207 315

年平均成長率
1998年３月期
からの27年間

2015年３月期
からの10年間

2022年３月期
からの３年間

ＥＶ ＋2.3％ ＋0.6％ △1.2％
総利益 ＋3.2％ ＋3.2％ ＋8.6％
営業利益 ＋9.4％ ＋5.9％ ＋15.0％

※ＥＶ≒ＩＣ…純資産＋借入金−現預金
ＲＯＩＣ（Return on Invested Capital)…純利益÷(IC≒EV)
ＴＱＭ（Total Quality Management)…販売・管理・生産・開発の全部門が、仕事の品質価

値を高める為に、問題を見える化し、計画、実施を
定期的に確認する改善活動
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６．重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の
出資比率 主要な事業内容

百万円 ％
三 谷 コ ン ピ ュ ー タ 株 式 会 社 112 93 ソ フ ト ウ ェ ア パ ッ ケ ー ジ 開 発
日 本 ビ ソ ー 株 式 会 社 175 65 ゴンドラ機械の製造･販売･レンタル
フ ェ ニ ッ ク ス リ ー ス 株 式 会 社 50 100 リ ー ス 事 業
福 井 ケ ー ブ ル テ レ ビ 株 式 会 社 600 36 ケ ー ブ ル テ レ ビ 事 業
鶴 見 石 油 株 式 会 社 45 100 石 油 製 品 の 販 売
ク リ ー ン ガ ス 福 井 株 式 会 社 10 100 ガ ス 及 び 住 宅 設 備 機 器 の 販 売
株式会社ウィンド・パワー・いばらき 30 67 風 力 発 電 事 業
株 式 会 社 シ リ ウ ス 87 99 医 療 機 器、 機 材 の 販 売

（注）1. 上記の当社の出資比率には間接所有分は含まれておりません。間接所有しております会社及び出資
比率は次のとおりであります。
三谷コンピュータ株式会社１％、福井ケーブルテレビ株式会社11％、株式会社シリウス１％

2. 福井ケーブルテレビ株式会社は支配力基準により連結の範囲に含めております。
3. 連結子会社は115社であり、また持分法適用会社は三谷セキサン株式会社であります。

７．主要な事業内容
部門 主要な事業内容

情報システム関連事業 ソリューション開発、ソフトウェアプロダクト開発、画像システム開発、ハー
ドウェア・ネットワーク保守サービス等

企業サプライ関連事業
各種建設資材、石油製品、ゴンドラ、リース事業、風力発電、プラスチック製
品加工・販売、スパイス加工販売、医療機器・機材販売、自動車用タイヤ卸売
販売等

生 活 ・ 地 域 サ ー ビ ス
関 連 事 業

ケーブルテレビ、インターネット、介護事業、カーディーラー、生コンクリー
ト、ガソリンスタンド、ＬＰガス等
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８．主要な拠点
当 社 福 井 本 社 福井県福井市豊島一丁目３番１号（三谷ビル）

東 京 本 社 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号（丸の内北口ビルディン
グ２階）

事 業 部 建材（東京都千代田区）、エネルギー（東京都千代田区）、情報
システム（福井県福井市）

支 社 北陸（福井市）、東京、関西（大阪市）、中部（名古屋市）、北関
東（さいたま市）、東北（仙台市）

支店･営業所 福井、嶺南（福井県）、金沢、富山、東京、横浜、千葉、北関東
第一（埼玉県）、北関東第二（群馬県）、茨城、宇都宮、信越
（長野県）、新潟、大阪、神戸、京都、福知山、和歌山、田辺、
奈良、滋賀、長浜、徳島、四国（香川県）、名古屋、岐阜、東濃
（岐阜県）、静岡、浜松、三島、山梨、三重、豊橋、豊田、仙台、
青森、札幌、福島、白河、広島、福岡、鹿児島

三谷コンピュータ株式会社 本 社 福井県坂井市
日 本 ビ ソ ー 株 式 会 社 本 社 東京都港区

工 場 長崎県西彼杵郡
フェニックスリース株式会社 本 社 福井県福井市
福井ケーブルテレビ株式会社 本 社 福井県福井市
鶴 見 石 油 株 式 会 社 本 社 神奈川県横浜市
クリーンガス福井株式会社 本 社 福井県福井市
株式会社ウィンド・パワー・いばらき 本 社 茨城県神栖市
株式会社ウィンド・パワー 本 社 茨城県神栖市
睦 栄 風 力 発 電 株 式 会 社 本 社 青森県上北郡
Mitani Singapore Holdings Pte.Ltd. 本 社 シンガポール
Dama Trading Pte.Ltd. 本 社 工 場 シンガポール
Son Ha Spice & Flavorings Co., LTD. 本 社 工 場 ベトナム
Hoe Guan Pin Kee Sdn. Bhd. 本 社 マレーシア

９．従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減

2,076名（1,220名） 11名増（18名増）

（注） 上記従業員は、正社員であり、契約社員は（ ）内に外数で記載しております。
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２ 株式に関する事項
１．発行可能株式総数 132,000,000株

２．発行済株式の総数 91,000,000株

３．当事業年度末の株主数 2,161名

４．大株主（上位10位）
株主名 持株数 持株比率

千株 ％
三 谷 セ キ サ ン 株 式 会 社 13,370 15.58
一 般 財 団 法 人 三 谷 進 一 育 英 会 8,996 10.49
三 谷 土 地 ホ ー ム 株 式 会 社 7,572 8.83
三 親 会 6,756 7.87
三 谷 宏 治 3,540 4.13
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND 2,685 3.13
三 谷 滋 子 2,639 3.08
三 谷 聡 2,637 3.07
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS 2,047 2.39
Ｕ Ｂ Ｅ 三 菱 セ メ ン ト 株 式 会 社 2,006 2.34

（注） 持株比率は、自己株式（5,204千株）を控除して計算しております。

2025年05月23日 18時21分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



21

３ 新株予約権等に関する事項
１．当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株
予約権等の状況

2014年６月13日開催の取締役会決議による新株予約権
新株予約権の発行価額 １株当たり517円
新株予約権の行使価額 １株当たり1円
新株予約権の行使条件 新株予約権者は、割当から権利行使時まで継続して当社の取締

役であることを要する。
新株予約権者が死亡した場合は、死亡時から1年間に限り、相
続人で定められた者がこれを行使することができるものとする。

新株予約権の行使期間 2014年７月２日〜2044年７月１日

当社役員の保有の状況

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数
（新株予約権１個につき100株） 保有者数

取締役
（社外取締役を除く） 344個 普通株式34,400株 １人
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４ 会社役員に関する事項
１．取締役及び監査役の氏名等

地位 氏名 担当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 三 谷 聡

常 務 取 締 役 三谷聡一郎 財務部長

取 締 役 菅 原 實 菅原工芸硝子㈱ 代表取締役会長
㈱九十九里自動車教習所 代表取締役会長

取 締 役 佐 野 俊 和 コマツサービスエース㈱ 代表取締役社長
福井鐵工㈱ 代表取締役会長

取 締 役 渡 辺 崇 嗣
渡彌㈱ 代表取締役社長
㈱駒屋 代表取締役社長
ヤマトタカハシ㈱ 代表取締役社長

取 締 役 藤 田 知 三 財団医療法人藤田記念病院 院長
常 勤 監 査 役 石 井 詩 乃
監 査 役 勝 木 重 三 勝木公認会計士事務所 所長
監 査 役 橋 本 征 康

（注）1. 取締役佐野俊和氏及び藤田知三氏は社外取締役であり、また両氏は東京証券取引所の定めに基づく
独立役員であります。監査役勝木重三氏及び橋本征康氏は社外監査役であり、また監査役橋本征康氏
は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2. 監査役勝木重三氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。

3. 当社は、取締役菅原實氏、佐野俊和氏、渡辺崇嗣氏及び藤田知三氏並びに監査役全員との間で、会
社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

4. 当社は、当社の取締役及び監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約
を締結しております。保険料は全額当社が負担しております。故意又は重過失に起因する損害賠償請
求は上記保険により填補されません。
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２．執行役員の氏名等 （※は取締役兼務者であります。）
地位 氏名 担当

※社長執行役員 三 谷 聡
※常務執行役員 三 谷 聡一郎 財務部長

常務執行役員 関 口 匡 一

コーポレート戦略･TQM 企画本部長兼
TQM 推進部長兼
Khong Lieng Trading Co Pte Ltd代表取締役社長兼
Suntech Sealing Pte Ltd代表取締役社長兼
Khong Lieng Marine Pte Ltd代表取締役社長兼
HOE GUAN PIN KEE SDN. BHD.Chief Executive Officer 兼
NEW HG TYRE MARKETING SDN. BHD. Chief Executive
Officer兼
HA TYRES MARKETING SDN. BHD. Chief Executive Officer

執 行 役 員 渡 邉 正 人 総務部長
執 行 役 員 下 村 将 徳 東日本エリア統括部長兼中部支社長
執 行 役 員 西 片 宏 哉 東北支社長
執 行 役 員 明 城 誉 昌 中部支社営業部長
執 行 役 員 中 道 正 康 情報システム事業部長兼情報戦略企画部長
執 行 役 員 藤 岡 聡 事業開発部担当部長

執 行 役 員 生 野 信 和 Mitani Singapore Holdings Pte.Ltd.社長兼
LFA Global Pte.Ltd.社長

執 行 役 員 谷 口 慶 次 Son Ha Spice & Flavorings Co.,Ltd.社長
（注）常務執行役員山岸憲一氏は、2025年3月31日をもって退任いたしました。

執行役員高橋明彦氏は、2024年12月31日をもって退任いたしました。
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３．取締役及び監査役の報酬等の額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の報酬は、企業価値が安定し、また持続的に向上するための報酬体系とし、
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と
しております。具体的には、各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び役員退職慰
労金により構成するものとしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の

業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしておりま
す。役員退職慰労金は、退任時に一括して支給する報酬とし、その金額等については、当社
が定める役員退職金規程に基づき、基本報酬及び役位に応じて算定するものとしておりま
す。
当社の取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬及び役員退職慰労金により構成す

る固定報酬が、取締役の個人別の報酬等の額の全部を占めることとしております。
また、決定方針の決定は、2021年２月15日開催の取締役会において決議されておりま

す。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2002年６月25日開催の第85回定時株主総会において、報酬

限度額を月額50百万円以内と決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員
数は11名です。
監査役の金銭報酬の額は、1982年２月25日開催の第64回定時株主総会において、報酬

限度額を月額2.5百万円以内と決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員
数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長三谷聡が取締役の個人別の

報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決
定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評
価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で定められた報酬限度額の

範囲内において代表取締役社長が役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の
水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定していることから、取締役会はその内容が決
定方針に沿うものであると判断しております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額
役員区分 報酬等の総額

（百万円）
報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員

の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 退職慰労金
取締役(うち社外取締役) 276(9) 243(7) − − 32(2) 6(2)

監査役(うち社外監査役) 20(7) 17(6) − − 3(1) 4(2)
（注）退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。

４．社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役佐野俊和氏は、コマツサービスエース株式会社の代表取締役社長であり、福井
鐵工株式会社の代表取締役会長であります。コマツサービスエース株式会社及び福井鐵工株
式会社と当社の間には石油製品や情報機器等の販売及び保守取引があります。

② 当事業年度における主な活動状況
社外取締役佐野俊和氏は、当事業年度開催の取締役会13回のうち13回のすべてに出席し、

取締役会において積極的な意見と提言を行い、業務執行に対する監督、助言等適切な役割を
果たしております。
社外取締役藤田知三氏は、当事業年度開催の取締役会13回のうち13回のすべてに出席し、

取締役会において積極的な意見と提言を行い、業務執行に対する監督、助言等適切な役割を
果たしております。
社外監査役勝木重三氏は、当事業年度開催の取締役会13回及び監査役会13回のうち13回

のすべてに出席し、取締役会においては、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・見
地から、適宜発言を行っております。また、監査役会においては、監査意見について意見交
換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役橋本征康氏は、当事業年度開催の取締役会13回及び監査役会13回のうち13回

のすべてに出席し、取締役会においては、疑問点等を明らかにするために適宜質問し、意見
を述べております。また、監査役会においては、監査意見について意見交換、監査に関する
重要事項の協議等を行っております。

③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
取締役会において積極的な意見と提言を行い、業務執行に対する監督、助言等適切な役割

を果たしております。
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５ 会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務についての報酬等の額 35百万円
② 当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39百万円

（注）1. 当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、
前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬
等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第１
項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を
記載しております。

３．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、

会計監査人を解任する方針であります。また、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、
品質管理、独立性、その他職務の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総
会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針であります。

４．会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人

②処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 ３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日ま
で。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や
上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部（監
査業務に係る審査）に関与することの禁止 3ヶ月（2024年１月１日から同年３月31
日まで）

③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相

当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務諸表を重大な虚偽のないものと証明したため。
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６ 業務の適正を確保するための体制
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は、次のとお

りであります。
１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

当社は、役員及び従業員に対して、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての
企業人・社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することを求め、また
これらのコンプライアンスに係ることについて社員研修等の実施を通して周知徹底を図る。
また、法令上疑義のある行為について、従業員が直接、管理担当役員に情報提供を行う体制
をとることとする。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、法令や社内規程に基づきその保存媒

体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署

にて、規則・ガイドライン等を制定する。
また、工場においては、環境面、労働安全衛生面、品質面を管理し、リスクの防止に取り

組むこととする。
万一不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置し担当する本部長を決め、各部門の

責任者及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーにより構成するチームを組織し、迅速な
対応を行い、リスクの拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役

会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。
また、経営幹部会を週に１度開催し、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項につい

ては事前に議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織規程、職務分掌規程に

おいて、それぞれの責任者及び責任、執行手続の詳細について定めることとする。
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５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社企業グループの管理については、子会社管理規程に基づき、当社財務部において各子

会社の管理業務を行う体制をとることとする。また、各子会社の業績については、当社にお
いて担当部門又は担当役員を定め、毎月各子会社より業績の報告を受け、当社取締役会に報
告することとする。
コンプライアンスについては、担当部門又は担当役員を通して、各子会社が遵守すべき規

則又は法令等の周知徹底を図り、法令遵守体制の整備に努めることとする。
リスク管理については、各子会社においてリスク管理のための規則やガイドラインを策定

し、これに基づきリスク防止に努めるとともに、万一重大なリスクが発生した場合には、当
社担当部門又は担当役員に報告するものとする。
各子会社には、当社取締役及び監査役を派遣するほか、当社監査室による監査を定期的に

行い、業務の適正を確保するものとする。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独
立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は、監査室所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、
監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員はその命令に関して、取締役、監査室長等の
指揮命令を受けないものとし、当該社員の取締役からの独立性及び監査役の当該社員に対す
る命令の実効性を確保するものとする。

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関
する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会及び重要な会議に出席して意見を述べるものとする。
当社又は当社企業グループに重大な損失や問題が発生するおそれがある場合は、担当部門

の責任者は、速やかに監査役に報告するものとする。
また、監査役は取締役・執行役員・従業員及び子会社の取締役・監査役等と意思疎通を図

って情報の収集・調査に努め、これらの者は監査役の求めに応じて随時報告その他の必要な
協力をするものとする。
当社は、通報者保護に配慮した内部通報制度を設け、監査役への報告を行った者に対して

不利な取扱いは行わないものとする。
また、監査の実効性を担保するべく、監査役の職務の執行に必要な経費は会社が負担する

ものとする。

８．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると

ともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙
げて毅然とした態度で対応する体制を整える。
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７ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、当事業年度にお

ける当該体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
１．コンプライアンスに関する取組み

当社企業集団の全役職員に対して、法令、定款、社内規程及び行動指針の遵守の徹底を図
り、社員研修の実施によるコンプライアンス意識の向上に努めております。なお、当事業年
度内は、eラーニングによる社員研修を実施しております。

２．リスク管理に関する取組み
リスク管理のための規則やガイドラインに基づき、リスク管理体制を構築するとともに、

内部通報規程に基づき、内部通報窓口を設置し、適切に運用しております。

３．職務の執行の効率性の確保に関する取組み
取締役会は当事業年度中に13回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の

職務執行の適正を高めるため、当社との利害関係を有しない社外取締役２名、社外監査役２
名が出席しております。経営に関する重要事項について社外役員の意見等も踏まえ審議・決
定し、職務執行状況を監督しており、有効に機能しております。

４．監査役監査の実効性の確保に関する取組み
監査役会は当事業年度中に13回開催され、常勤監査役は取締役会、経営幹部会等の重要な

会議に出席しております。監査役は、監査計画に基づき監査を行うとともに、代表取締役社
長及び他の取締役、監査室、会計監査人との間で意見交換を行い、情報交換等の連携を図っ
ており、監査の実効性を確保しております。

５．業務の適正を確保するための取組み
監査室は、内部監査規程に基づき、当社の全部署及び子会社を対象に、法令遵守、財務報

告の適正性、業務の有効性・効率性の視点から監査を実施し、その結果を定期的に月例会議、
代表取締役社長及び監査役に報告しております。
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８ 株式会社の支配に関する基本方針
１．基本方針の内容の概要

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締
役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企業価
値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませ
ん。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全
体の意思に基づき行われるべきものと考えています。
しかしながら、株式の大量買付行為（３．において定義されます。）の中には、その目的

等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株
式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付
行為の内容等について検討するためあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するために
必要かつ十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利
な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社グループが専門商社として業界で
の確固たる地位を築き、当社グループが構築してきたコーポレートブランド・企業価値ひい
ては株主共同の利益を確保・向上させていくためには、当社の企業価値の源泉である①当社
グループの総合力、②優良な顧客資産、③開拓者精神を核心とする企業風土と健全な財務体
質を維持することが必要不可欠であり、これらが当社の株式の大量買付行為を行う者により
中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社グループの企業価値ひいては株主
共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収者からの大量買付行為の
提案を受けた際には、前記事項のほか、当社グループの有形無形の経営資源、将来を見据え
た施策の潜在的効果その他当社グループの企業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適
切に把握した上で、当該買付が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影
響を判断する必要があります。
当社としては、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、株主の皆様が当該大量買

付行為に応じるべきか否かを判断するに際し、必要十分な情報の提供と一定の評価期間が与
えられた上で、熟慮に基づいた判断を行うことができるような体制を確保することが、当社
グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。
当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、当社取締役会が株主の

皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提案するために必要な情報や時間を確保した上で、株
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主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは必要に応じ株主の皆
様のために買収者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当該大量買付行為に応じる
べきか否かを株主の皆様が適切に判断することを可能とするための枠組みが、当社グループ
の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付行為を抑止するために必要不可欠であ
り、さらには、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大量買付行
為を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと
判断し、このような者による大量買付行為に対しては、当社が必要かつ相当な対抗をするこ
とにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えて
おります。

２．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する
基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、企業価値をさらに向上させるために、既存の勝ち組事業においても絶え間ないコ
ストダウンを図りながら、同業他社に負けないようトップシェアを目指しております。ま
た、既存の地域や市場に固執せず、「開拓者精神」をいかんなく発揮し、新たな市場や未開
拓の地域へ進出することにより、中長期的な企業価値の向上を実現してまいります。
新規事業としては、まず風力発電事業に参入しており、茨城県にて洋上風力発電施設15

基が、また、青森県にて陸上風力発電施設５基が稼働しております。
次に太陽光発電事業に参入しており、兵庫県にてメガソーラー（大規模太陽光発電所）が

稼働しております。
また、需要が増え、経済成長してゆく海外での事業への取組みも進め、グローバル化に対

応する所存であります。既にシンガポールなどにおいて新たな事業を買収により傘下に収め
ております。
基本方針としましては、グループ全体の有形無形の経営資源を分散させず、各事業や各地

域にこれらを最適な方法により配分し、無駄のない、コストの低い、効率の良い事業活動を
進めてまいります。また、当社は、市場や顧客の変化に迅速に対応し、「お客様第一」をモ
ットーに、お客様に喜ばれるような提案や価格を提供することにより、それぞれの地域や業
界においてシェアを高めていきます。このような企業活動により、当社の企業価値及び株主
共同の利益の向上を図ってまいります。
当社において、コーポレート・ガバナンスの強化としては、これまでに以下の施策を行っ

てまいりました。
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まず、取締役会につきましては、グループの経営方針、戦略の意思決定機関及び業務執行
の監督機関として位置づけており、取締役を６名体制（うち独立社外取締役２名）で、任期
は１年としております。
また、執行役員を、業務執行機関として位置づけており、業務執行責任の強化・明確化を

図っており、現在11名体制で、任期は１年としております。
当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については、原則として毎週１回開催する経

営幹部会において事前に議論を行い、その審議を経て業務執行の決定を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役１名と社外監査役２名で構成さ

れております。また、内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスやリスク管理
の状況などを定期的に監査しております。
これらの業務執行の迅速性及び機動性の強化と経営監視機能の充実により、効率的かつ透

明性の高い企業経営を実現していきます。
当社は、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築及びコンプ

ライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり、今後はより一層のガバナンスの強化・
充実に取り組んでいく所存であります。

３．会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事
業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

当社は、2023年５月23日開催の当社取締役会及び2023年６月21日開催の当社第106回
定時株主総会の各決議に基づき、2020年６月26日に導入した「当社株式の大量買付行為へ
の対応策」（買収防衛策）の内容を一部改定した上で更新いたしました。（以下、改定後の買
収防衛策を「本プラン」といいます。）
本プランは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを

目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする
者（以下「大量買付者」といいます。）に対し、（i）事前に当該大量買付行為に関する必要
かつ十分な情報の提供を求め、（ii）当社が当該大量買付行為についての情報収集・検討等を
行う時間を確保した上で、（iii）株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示する
こと、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。かかる大量買
付行為についての必要かつ十分な情報の収集・検討等を行う時間を確保するため、大量買付
者には、取締役会評価期間が経過し、かつ当社取締役会又は株主総会が対抗措置としての新
株予約権無償割当ての実施の可否について決議を行うまで大量買付行為の開始をお待ちいた

2025年05月23日 18時21分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



33

だくことを要請するものです。
当社取締役会は、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、大量買付者

が本プランに定められた手続を遵守した場合であってもその大量買付行為が当社の企業価値
ひいては株主共同の利益を著しく損なうものとして対抗措置として新株予約権無償割当てを
実施するか否か、及び、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施するか否かについて株
主総会に諮るか否かの判断については、その客観性、公正性及び合理性を担保するため、当
社は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、独立委員会に必ず諮問す
ることとします。
本プランは、以下の①ないし③のいずれかに該当し又はその可能性がある行為がなされ、

又はなされようとする場合（以下「大量買付行為」といいます。）を適用対象とします。

① 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等保有割合が20％以上となる当
該株券等の買付その他の取得

② 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者の
株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付その他の取得

③ 当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主との間で当該他の
株主が当該大量買付者の共同保有者に該当することとなる行為を行うことにより、当
該大量買付者の株券等保有割合が20％以上となるような行為

大量買付行為を行う大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、本プランに定める手
続を遵守する旨の誓約文言を含む書面（「意向表明書」といいます。）を当社に対して提出し
ていただきます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書の様
式を大量買付者に対して交付いたします。大量買付者は、当社が交付した書式に従い、当社
株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下
「本必要情報」といいます。）等を記載した書面（「買付説明書」といいます。）を、当社に提
出していただきます。
次に、大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会

は、大量買付行為の内容の評価、検討、協議、交渉、代替案作成のための期間として、60
日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は
90日間（その他の大量買付行為の場合）の取締役会評価期間を設定します。当社取締役会
は、当該期間内に、当社経営陣から独立した外部専門家等の助言を受けることができます。
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当社取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付行為の内容に対する当社取締役
会の意見、当社取締役会が代替案を作成した場合にはその概要、その他当社取締役会が適切
と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切と当社取締役会が判断した情報を除き、
情報開示を行います。
独立委員会は、大量買付者及び当社取締役会から提供された情報に基づき、必要に応じて

外部専門家等の助言を得て大量買付行為の内容の評価・検討等を行い、取締役会評価期間内
に対抗措置としての新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施又は新株予約権の無償割
当ての実施の可否につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告を行います。独
立委員会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提供された本必要情報、大量
買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から提出された代替案の概要そ
の他独立委員会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切と独立委員会が判
断した情報を除き、取締役会を通じて情報開示を行います。
当社取締役会は、独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、取締役会評価期間内に新株予

約権無償割当ての実施もしくは不実施に関する会社法上の機関としての決議又は株主総会招
集の決議その他必要な決議を遅滞なく行います。新株予約権無償割当て実施の可否につき株
主総会において株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日
以内に株主総会を開催することとします。対抗措置としての新株予約権無償割当てを実施す
る場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新
株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、
大量買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大量買付者等以外の者
から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあ
るものとします。なお、取得条項等において、大量買付者等が有する新株予約権の取得の対
価として、金銭等の経済的な利益の交付は行う旨の条項等は設けないこととします。
また、当社取締役会は、当社取締役会又は株主総会が新株予約権無償割当てを実施するこ

とを決定した後も、新株予約権無償割当ての実施が適切でないと判断した場合には、独立委
員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権無償割当ての中止又は変更を行うことがあり
ます。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。
本プランの有効期間は、2023年６月21日開催の定時株主総会においてその更新が承認さ

れたことから、当該定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとします。なお、本プランの有効期間中であっても、企業価
値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、独立委員会の承認を得たうえで、本プ
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ランの内容を変更する場合があります。
なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト
(https://www.mitani-corp.co.jp/release/20230523ir.pdf)で公表している2023年５

月23日付プレスリリース「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新につ
いて」をご参照ください。

４．具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
２．に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関

する基本方針の実現に資する特別な取組みは、２．に記載したとおり、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を
目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。
また、３．に記載した本プランも、３．に記載したとおり、企業価値ひいては株主共同の

利益を確保・向上させるために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的
とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランは、当社取締役会か
ら独立した組織として独立委員会を設置し、新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施又
は株主総会招集の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立
委員会は当社の費用で独立した第三者である外部専門家等を利用することができるとされて
いること、本プランの有効期間は３年であり、その継続については株主の皆様のご承認をい
ただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされ
ている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役
員の地位の維持を目的とするものではありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額
資産の部 負債の部
流動資産

現金及び預金

受取手形、売掛金及び契約資産

電子記録債権

リース投資資産

棚卸資産

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

その他

無形固定資産

のれん

その他

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

240,898

128,469

74,567

9,327

2,861

16,224

9,533

△86

58,090

34,157

11,954

7,325

3,114

11,290

472

2,645

1,516

1,128

21,287

13,627

1,346

6,343

△30

流動負債 95,623
支払手形及び買掛金 53,071
電子記録債務 9,846
短期借入金 6,637
未払法人税等 5,695
契約負債 6,581
賞与引当金 2,464
補修費用引当金 1,125
工事損失引当金 165
資産除去債務 119
その他 9,916

固定負債 11,204
長期借入金 1,673
役員退職慰労引当金 892
退職給付に係る負債 1,583
資産除去債務 4,017
繰延税金負債 2,094
その他 943

負債合計 106,827
純資産の部
株主資本 162,283

資本金 5,008
利益剰余金 164,244
自己株式 △6,969

その他の包括利益累計額 4,872
その他有価証券評価差額金 1,358
為替換算調整勘定 3,272
退職給付に係る調整累計額 241

新株予約権 17
非支配株主持分 24,987
純資産合計 192,161

資産合計 298,988 負債・純資産合計 298,988
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連結損益計算書（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
（単位：百万円）

科目 金額
売上高 339,005
売上原価 278,815
売上総利益 60,190
販売費及び一般管理費 28,681
営業利益 31,508
営業外収益 3,041
受取利息 513
受取配当金 267
固定資産賃貸料 401
持分法による投資利益 847
その他 1,011

営業外費用 928
支払利息 193
売上割引 140
出荷調整金 109
その他 485

経常利益 33,621
特別利益 306
固定資産売却益 224
投資有価証券売却益 53
その他 28

特別損失 2,506
補修費用引当金繰入額 1,125
減損損失 1,020
その他 361

税金等調整前当期純利益 31,421
法人税、住民税及び事業税 9,876
法人税等調整額 △54
当期純利益 21,599
非支配株主に帰属する当期純利益 2,576
親会社株主に帰属する当期純利益 19,022
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連結株主資本等変動計算書（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
（単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,008 4,037 175,305 △26,440 157,910
当期変動額
剰余金の配当 − − △5,488 − △5,488
親会社株主に帰属する当期純利益 − − 19,022 − 19,022
自己株式の取得 − − − △7,897 △7,897
自己株式の消却 − △27,404 − 27,404 −
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 − − − △35 △35
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 − △1,228 − − △1,228
利益剰余金から資本剰余金への振替 − 24,595 △24,595 − −
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − − − − −

当期変動額合計 − △4,037 △11,061 19,470 4,372
当期末残高 5,008 − 164,244 △6,969 162,283
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（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 1,536 1,757 661 3,954
当期変動額
剰余金の配当 − − − −
親会社株主に帰属する当期純利益 − − − −
自己株式の取得 − − − −
自己株式の消却 − − − −
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 − − − −
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 − − − −
利益剰余金から資本剰余金への振替 − − − −
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △177 1,514 △419 917

当期変動額合計 △177 1,514 △419 917
当期末残高 1,358 3,272 241 4,872

（単位：百万円）
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 17 23,622 185,506
当期変動額
剰余金の配当 − − △5,488
親会社株主に帰属する当期純利益 − − 19,022
自己株式の取得 − − △7,897
自己株式の消却 − − −
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 − − △35
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 − − △1,228
利益剰余金から資本剰余金への振替 − − −
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − 1,364 2,282

当期変動額合計 − 1,364 6,655
当期末残高 17 24,987 192,161
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 115社

主要な連結子会社名：三谷コンピュータ㈱、日本ビソー㈱、フェニックスリース㈱、福井ケーブルテレ
ビ㈱、鶴見石油㈱、クリーンガス福井㈱、㈱ウィンド・パワー・いばらき、
㈱シリウス

（2）連結の範囲の変更
東京産商㈱は清算したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

（3）連結の範囲から除外した理由
非連結子会社（福井テクノサービス㈱他34社）は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を
及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の関連会社数 １社 会社名：三谷セキサン㈱
（2）持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社（福井テクノサービス㈱他34社）及び関連会社（福井ガスセンター
㈱他15社）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対
象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の
適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Mitani Singapore Holdings Pte.Ltd.他12社の決算日は12月31日であり、連結計算

書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

②棚卸資産
主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）……主として定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用して
おります。また、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用し
ております。在外子会社は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ７〜50年
機械装置及び運搬具 ３〜15年
工具、器具及び備品 ５〜15年

2025年05月23日 18時21分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



41

②無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間 (５年）に基づく定額法

を採用しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率に基づく繰入率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

③補修費用引当金
将来負担する可能性のある補修費用額を計上しております。

④工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれる

工事について、損失見込額を計上しております。
⑤役員退職慰労引当金

当社及び一部の連結子会社は、役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。

（4）その他連結計算書類作成のための重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１年）に

より翌連結会計年度から費用処理しております。
②収益及び費用の計上基準
・商品及び製品の販売に係る収益認識

商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点で収益を認識して
おります。ただし、国内の販売については、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、
重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。なお、商品の販売
のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する
商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しておりま
す。

・工事契約及び受注制作ソフトウェアに係る収益認識
工事契約及び受注制作ソフトウェアについては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断

し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の
期末日までに発生した原価が、予想される原価の総額に占める割合に基づいて行っております。な
お、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い
工事契約及び受注制作ソフトウェアについては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を
認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

・ガス事業に係る収益認識
ＬＰガス販売において、検針日から決算日までの使用数量等を見積り、収益を認識しております。
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・ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

③外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は在外子会社の決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しておりま
す。

④のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間で償却することとしております。

会計方針の変更
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022

年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第

20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経
過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書

類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適
用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

追加情報
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026

年４月１日以後開始する連結会計年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年４月１日以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に

ついては、法定実効税率を30.46％から31.36％に変更し計算しております。この変更による影響は軽微であ
ります。

表示方法の変更
連結損益計算書
前連結会計年度において区分掲記しておりました「営業外費用」の「賃貸資産減価償却費」（当連結会計年

度77百万円）及び「損害賠償金」（当連結会計年度81百万円）、「特別利益」の「補助金収入」（当連結会計年
度26百万円）、「特別損失」の「固定資産圧縮損」（当連結会計年度27百万円）は、金額が僅少となったため、
当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。
また、前連結会計年度において「特別利益」の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」（前連結

会計年度22百万円）は、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。
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会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損損失
①当連結会計年度計上金額 1,020百万円
②見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループの保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき適時に処理を実

施しております。減損の測定に至った場合に見積ることになる回収可能価額は、事業に供している資産につ
いては正味売却価額もしくは使用価値を使用し、遊休及び休止資産については主として正味売却価額を使用
しております。使用価値を算定するために利用した将来キャッシュ・フローについては、主に予算等社内に
おける管理会計の計画数値を基に見積りを行っております。当社グループにおいては、減損リスクの管理と
して、新たな案件発生の可能性の把握と対応及び既に減損処理した案件についての定期的な回収可能価額の
見直しを行っております。
事業損益の見込の悪化、新たな遊休及び休止資産の発生等があった場合には、翌連結会計年度の連結計算

書類に重要な影響を与える可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
１．受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下

のとおりであります。
受取手形 2,273百万円
売掛金 68,870百万円
契約資産 3,424百万円

２．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産 定 期 預 金 15百万円

棚 卸 資 産 1,423百万円
建 物 及 び 構 築 物 787百万円
機械装置及び運搬具 173百万円
土 地 594百万円
投資その他の資産(その他) 22百万円

計 3,015百万円
上記担保に対応する債務 支払手形及び買掛金 12,491百万円

短 期 借 入 金 1,144百万円
長 期 借 入 金 170百万円

計 13,807百万円
３．有形固定資産の減価償却累計額 62,300百万円
４．受取手形裏書譲渡高 43百万円
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連結損益計算書に関する注記
１．売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 337,497百万円
２．減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 報告セグメント 用途 種類

青森県 企業サプライ関連事業 事業用資産 建物及び構築物、
機械装置及び運搬具

当社グループは、原則として事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを実施して
おります。
当連結会計年度において、連結子会社の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなり、当初予定して

いた収益を将来において見込めなくなったことから、当該事業用資産の帳簿価格を回収可能額まで減額し、当
該減少額を減損損失として特別損失に1,020百万円計上しております。その内訳は、建物及び構築物144百万
円、機械装置及び運搬具875百万円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローの現在価

値を回収可能価額として評価しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行株式数の種類及び総数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 120,008,548株 − 29,008,548 91,000,000株
（注）普通株式の株式数の減少29,008,548株は、自己株式の消却によるものであります。

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2024年６月20日
定時株主総会 普通株式 2,626百万円 利益剰余金 29.00円 2024年３月31日 2024年６月21日

2024年11月14日
取締役会 普通株式 2,861百万円 利益剰余金 33.00円 2024年９月30日 2024年12月6日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議予定） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年６月19日
定時株主総会 普通株式 2,831百万円 利益剰余金 33.00円 2025年３月31日 2025年６月20日

３．新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 34,400株
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、それぞれの事業の投資計画に照らして、必要な資金（銀行借入）を調達しております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引はリスクを回避するために利
用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価

証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて
おります。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金

及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたもので
あります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、信用管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、財務部が主要な取引先の状況を定期

的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収
懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、当社の信用管理規程に準じて、同様の
管理を行っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額

により表わされております。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業と

の関係を勘案し保有状況を継続的に見直しております。
外貨預金については、財務部が経営幹部会の承認を得て行っており、実績は取締役会に報告しておりま

す。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部が常時資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理し

ております。連結子会社においても同様の管理を行っております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1）受取手形及び売掛金 71,143

貸倒引当金 △68
71,074 70,969 △105

（2）投資有価証券 10,176 22,634 12,458
資産計 81,251 93,604 12,353

（1）長期借入金 1,673 1,660 △12
負債計 1,673 1,660 △12

(注)1. 「現金及び預金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」につい
ては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。

2. 市場価格のない株式等は、「（2）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借
対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 3,451

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 3,503 − − 3,503
資産計 3,503 − − 3,503
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(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形及び売掛金 − 70,969 − 70,969
投資有価証券
関連会社株式 19,131 − − 19,131

資産計 19,131 70,969 − 90,100
長期借入金 − 1,660 − 1,660

負債計 − 1,660 − 1,660
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。
受取手形及び売掛金
割賦売掛金を除く受取手形及び売掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。割賦売掛金の時価は、一定の期
間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価
値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

資産除去債務に関する注記
（1）当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用期間は資産除去債務ごとに個別に使用見込期間（主として６年から46年）を見積り、割引率は使用見
込期間に対応する国債利回りを参考に合理的と考えられる利率を使用して、資産除去債務の金額を算定して
おります。

（3）当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 4,252百万円
時の経過による調整額 3百万円
見積りの変更による増加額 119百万円
見積りの変更による減少額 △239百万円
期末残高 4,137百万円

（4）資産除去債務の見積りの変更
当連結会計年度において、賃貸借契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、

新たな情報の入手に伴い原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。当該見積りの変更による増加額
119百万円を変更前の資産除去債務残高に加算し、減少額239百万円を変更前の資産除去債務残高から減算
しております。
なお、当該見積りの変更により、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は119百万円減少しました。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

情報システム
関連事業

企業サプライ
関連事業

生活・地域
サービス
関連事業

合計

一時点で移転される財 23,847 155,087 134,748 313,684
一定の期間にわたり移転される
財又はサービス 5,342 11,112 7,357 23,813

顧客との契約から生じる収益 29,190 166,200 142,106 337,497
その他の収益 37 1,438 30 1,507
外部顧客への売上高 29,228 167,639 142,137 339,005
（注）「その他の収益」には、リース取引により生じた収益等を含めております。

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

等）４．会計方針に関する事項（４）その他連結計算書類作成のための重要な事項②収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 85,303 80,471
契約資産 4,714 3,424
契約負債 6,619 7,025
契約資産は、工事契約及び受注制作ソフトウェアに関して、進捗度の測定に基づき認識した収益に係る

債権のうち未請求の金額であります。契約資産は、完全に履行義務を充足した時点で顧客との契約から生
じた債権に振り替えられます。工事契約及び受注制作ソフトウェアに関する対価は、個々の契約ごとに定
められた取引条件に従い請求を行い、回収しております。
契約負債は、主に、請負契約及び保守契約等における顧客からの前受金であります。契約負債は、収益

の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,875百万

円であります。
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（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当

初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
当初に予想される契約期間が１年超の契約について、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の

認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

１年以内 11,695百万円
１年超２年以内 3,024百万円
２年超３年以内 1,956百万円
３年超 1,380百万円
合計 18,057百万円

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,998円26銭
２．１株当たり当期純利益 222円45銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額
資産の部 負債の部
流動資産

現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
電子記録債権
商品及び製品
関係会社短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
土地
その他

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社長期貸付金
その他
貸倒引当金

159,948
66,239
57,928
8,610
2,643

23,952
5,431

△4,857
27,598
7,187
1,325
631
96

4,729
405
563
342
220

19,846
2,617

11,875
1,303
4,080
△29

流動負債 71,603
支払手形及び買掛金 49,326
電子記録債務 8,977
関係会社短期借入金 2,900
未払法人税等 2,615
賞与引当金 1,218
その他 6,565

固定負債 3,273
役員退職慰労引当金 717
投資損失引当金 932
その他 1,624

負債合計 74,876
純資産の部
株主資本 111,689
資本金 5,008
利益剰余金 112,460
利益準備金 1,252
その他利益剰余金 111,207
配当積立金 600
研究開発積立金 500
別途積立金 77,900
繰越利益剰余金 32,207

自己株式 △5,778
評価・換算差額等 962
その他有価証券評価差額金 962

新株予約権 17
純資産合計 112,669

資産合計 187,546 負債・純資産合計 187,546
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損益計算書（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
（単位：百万円）

科目 金額
売上高 198,554
売上原価 173,089
売上総利益 25,464
販売費及び一般管理費 9,416
営業利益 16,047
営業外収益 2,901
受取利息及び配当金 1,988
固定資産賃貸料 466
その他 446

営業外費用 566
支払利息 155
売上割引 67
賃貸資産減価償却費 217
為替差損 95
その他 31

経常利益 18,382
特別利益 262
固定資産売却益 209
投資有価証券売却益 53

特別損失 2,215
関係会社貸倒引当金繰入額 1,263
投資損失引当金繰入額 930
その他 21

税引前当期純利益 16,429
法人税、住民税及び事業税 4,888
法人税等調整額 301
当期純利益 11,239
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株主資本等変動計算書（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
（単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 5,008 − 3,330 3,330
当期変動額
剰余金の配当 − − − −
当期純利益 − − − −
自己株式の取得 − − − −
自己株式の消却 − − △27,404 △27,404
利益剰余金から資本剰余金への振替 − − 24,074 24,074
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − − − −

当期変動額合計 − − △3,330 △3,330
当期末残高 5,008 − − −

（単位：百万円）
株主資本
利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計配当積立金 研究開発

積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 1,252 600 500 77,900 50,530 130,783
当期変動額
剰余金の配当 − − − − △5,488 △5,488
当期純利益 − − − − 11,239 11,239
自己株式の取得 − − − − − −
自己株式の消却 − − − − − −
利益剰余金から資本剰余金への振替 − − − − △24,074 △24,074
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − − − − − −

当期変動額合計 − − − − △18,322 △18,322
当期末残高 1,252 600 500 77,900 32,207 112,460
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（単位：百万円）
株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △25,285 113,836 964 964 17 114,818
当期変動額
剰余金の配当 − △5,488 − − − △5,488
当期純利益 − 11,239 − − − 11,239
自己株式の取得 △7,897 △7,897 − − − △7,897
自己株式の消却 27,404 − − − − −
利益剰余金から資本剰余金への振替 − − − − − −
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − − △2 △2 − △2

当期変動額合計 19,506 △2,146 △2 △2 − △2,148
当期末残高 △5,778 111,689 962 962 17 112,669
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産………………………………定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しており
ます。また、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ７〜50年
構 築 物 ７〜45年
機械及び装置 ３〜15年
そ の 他 ５〜15年

（2）無形固定資産………………………………定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。
４．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率に基づく繰入率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 (１年）により翌事業年

度から費用処理しております。
（4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
（5）投資損失引当金

関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態及び回収可能性を勘案し、損失負担見
込額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準
（1）商品及び製品の販売に係る収益認識

商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しておりま
す。ただし、国内の販売については、出荷時から納品時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関
する代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理
人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事
者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

（2）工事契約及び受注制作ソフトウェアに係る収益認識
工事契約及び受注制作ソフトウェアについては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履

行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに
発生した原価が、予想される原価の総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引
開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約及び受注制作ソフト
ウェアについては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し
た時点で収益を認識しております。

（3）ガス事業に係る収益認識
ＬＰガス販売において、検針日から決算日までの使用数量等を見積り、収益を認識しております。

６．その他計算書類作成のための重要な事項
（1）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

（2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの

会計処理の方法と異なっております。

会計方針の変更
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022

年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な

取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

追加情報
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026

年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年４月１日以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に

ついては、法定実効税率を30.46％から31.36％に変更し計算しております。この変更による影響は軽微であ
ります。

表示方法の変更
損益計算書
前事業年度において「特別利益」の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」（前事業年度0百万

円）及び「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資損失引当金繰入額」（前事業年度２百万円）は、
重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
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会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損損失
（1）当事業年度計上額

当事業年度に計上した減損損失はありません。
（2）見積りの内容に関する理解に資する情報

会計上の見積りに関する情報は、連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に同一の
内容を記載しているため、注記を省略しております。

貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産 定 期 預 金 15百万円
建 物 11百万円
土 地 134百万円

計 160百万円
上記担保に対応する債務 買 掛 金 12,491百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 5,753百万円
３．関係会社に対する債権債務 短 期 金 銭 債 権 13,976百万円

短 期 金 銭 債 務 3,626百万円
４．保証債務

下記の会社の仕入債務等に保証を行っております。
東 京 建 販 ㈱ 9百万円
中 京 建 販 ㈱ 13百万円
そ の 他 5百万円

計 29百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引 売 上 高 79,520百万円

仕 入 高 523百万円
営業取引以外の取引高 2,104百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 29,442,919株 4,769,953株 29,008,548株 5,204,324株
（注）普通株式の自己株式の増加4,769,953株は、自己株式の取得による増加4,769,800株、単元未満株式の買

取りによる増加153株であり、自己株式の減少29,008,548株は、自己株式の消却によるものであります。

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース

取引により使用しております。
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金及び未払事業税の損金不算入額等であり、繰延税金負債の発

生の主な原因は、為替差益及び前払年金費用であります。

関連当事者との取引に関する注記
１．子会社及び関連会社等 （単位：百万円）
種類 会社等の名称 議決権等の所有

（被所有）割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ブレード通商㈱
所有
直接99.0％
間接1.0％

−
資金の貸付
（注１） − 関係会社

短期貸付金
（注３）

3,774利息の受取
（注１） 3

子会社 福井ビジネスデベロ
ップメント㈱

所有
直接99.0％
間接1.0％

−
資金の貸付
（注１） − 関係会社

短期貸付金
（注３）

2,811利息の受取
（注１） 2

子会社 東アジアキャピタル
㈱

所有
直接100.0％ −

資金の貸付
（注１） − 関係会社

短期貸付金
（注３）

2,934利息の受取
（注１） 2

子会社 東洋アセット㈱
所有
直接99.0％
間接1.0％

−
資金の貸付
（注１） − 関係会社

短期貸付金
（注３）

2,021利息の受取
（注１） 2

子会社 太平洋デベロップメ
ント㈱

所有
直接100.0％ −

資金の貸付
（注１） 2,076 関係会社

短期貸付金
（注３）

5,776利息の受取
（注１） 4

子会社 三谷コンピュータ㈱
所有
直接93.3％
間接1.1％

役員の兼任
２人

資金の借入
（注１、２） 5,863 関係会社

短期借入金 −利息の支払
（注１） 57

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の貸付及び借入金利につきましては、市場金利等を勘案しております。

２．資金の借入の取引金額は、期中平均金額を記載しております。
３．当該子会社への関係会社短期貸付金に対する貸倒引当金を3,402百万円計上しております。また、当

事業年度において86百万円の関係会社貸倒引当金繰入額を計上しております。
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２．役員及び個人株主等 （単位：百万円）
種類 氏名又は

会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及び
その近親

者

三谷 聡 被所有
直接3.1％

代表取締役
社長 自己株式の

取得
（注２）

1,165
−

−

三谷 滋子 被所有
直接3.1％

代表取締役
社長の実母 357 −

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

コマツサービスエー
ス㈱

−
製品等の
販売及び
保守

当社取扱製品
等の販売及び

保守
79 売掛金 11

福井鐵工㈱

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．営業取引における価格その他の取引条件については、個別に交渉の上一般取引と同様に決定してお

ります。
２．自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により取得してお

り、取引価格は取引前日の終値によるものです。

収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,313円03銭
２．１株当たり当期純利益 128円28銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書（連結）

独立監査人の監査報告書
2025年５月20日

三谷商事株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
北陸事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桐 川 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南 波 洋 行

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三谷商事株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日まで

の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三谷

商事株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書（個別）

独立監査人の監査報告書
2025年５月20日

三谷商事株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
北陸事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桐 川 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南 波 洋 行

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三谷商事株式会社の2024年４月１日から2025年３月31

日までの第10８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計

算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書（連結・個別）

監 査 報 告 書
当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第108期事業年度における取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし
ました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第
118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なう
ものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上
2025年５月21日

三谷商事株式会社 監査役会
常勤監査役 石 井 詩 乃 ㊞
社外監査役 勝 木 重 三 ㊞
社外監査役 橋 本 征 康 ㊞

以 上
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株主総会会場 ご案内図
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● 北陸自動車道 福井インターより車で15分
● 福井駅より徒歩10分

【交通のご案内】

2025年05月23日 18時21分 $FOLDER; 66ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）


